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はじめに 

 

平成７年１月の阪神・淡路大震災では、地震により多くの方の尊い命が奪われ、その

際の地震による直接的な死者数の約９割は住宅・建築物の倒壊等によるものと報告され

ている。この教訓を踏まえて、「建築物の耐震改修の促進に関する法律※1（平成７年法

律第123号。以下「耐震改修促進法」という。）」が制定された。しかし近年、平成16

年10月の新潟県中越地震、平成17年３月の福岡県西方沖地震、平成20年６月の岩手・宮

城内陸地震、平成28年４月の熊本地震、平成30年９月の北海道胆振東部地震などの大地

震が頻発しており、特に平成23年３月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をは

るかに超える巨大な地震や津波により、甚大な被害をもたらした。さらに、平成30年６

月の大阪府北部地震においては、ブロック塀の倒壊により人命が失われる被害が発生し

た。このように、我が国においては、大地震は「いつ」「どこで」発生してもおかしく

ない状況にあるとの認識が広がっている。 

 

表0-1 阪神・淡路大震災以降の大地震の規模と主な被害の状況 

発生年月日 名称 
マグニ 

チュード 
震度 被害の状況（人、棟） 

平成７年１月17日 阪神・淡路大震災 7.2 ７ 
死者・行方不明6,437、住家全壊104,906、半壊144,274、 

一部破損263,702、全焼6,982、半焼89 

平成12年10月６日 鳥取県西部地震 7.3 ６強 住家全壊431、半壊3,068、一部破損17,296 

平成15年７月26日 宮城県北部地震 6.2 ６強 住家全壊1,247、半壊3,698、一部破損10,975 

平成16年10月23日 新潟県中越地震 6.8 ７ 
死者51、住家全壊3,185、半壊13,715、一部破損104,560、

建物火災９ 

平成17年３月20日 福岡県西方沖地震 7.0 ６弱 死者１、住家全壊133、半壊244、一部破損8,620 

平成19年３月25日 能登半島地震 6.9 ６強 死者１、住家全壊686、半壊1,740 

平成19年７月16日 新潟県中越沖地震 6.8 ６強 死者15、住家全壊1,331、半壊5,710、一部破損37,633 

平成20年６月14日 岩手・宮城内陸地震 7.2 ６強 死者17、不明６、住家全壊30、半壊146 

平成23年３月11日 東日本大震災 
9.0※2 ７ 

死者19,729、不明2,559、住家全壊121,996、半壊282,941、 

一部破損748,461 

（令和２年３月10日時点）※3 

平成25年４月13日 淡路島沖地震 6.3 ６弱 住家全壊８、半壊101、一部破損8,305 

平成28年４月14日 熊本地震 7.3 ７ 
死者273、住家全壊8,667、半壊34,719、一部破損163,500 

（平成31年４月12日時点） 

平成30年６月18日 大阪府北部地震 6.1 ６弱 
死者６、住家全壊21、半壊483、一部破損61,266 

（令和元年８月20日時点） 

平成30年９月６日 北海道胆振東部地震 6.7 ５強 
死者43、住家全壊469、半壊1,660、一部破損13,849 

（令和元年８月20日時点） 

          （参考：理科年表、気象庁、総務省消防庁データ等） 

  

                                                
※1  建築物の耐震改修の促進に関する法律 阪神・淡路大震災の教訓をもとに、新耐震基準を満たさない建築

物について積極的に耐震改修を進めることを目的に平成７年 12月 25日に施行された法律。 

※2  東日本大震災のマグニチュード モーメントマグニチュードの値を記載。モーメントマグニチュードと

は、岩盤のずれの規模を基にして計算したマグニチュードであり、普通のマグニチュード（Ｍ）が地震計で

観測される波の振幅から計算され、規模の大きな地震になると岩盤のずれの規模を正確に表さないのに対

し、大きな地震に対しても有効である。 

※3  東日本大震災の被害の状況 平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災の余震による被害や３月 11日

以降に発生した余震域外での地震で被害の区別が不可能なものも含む。 
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このような状況のもと、国は、住宅及び建築物の耐震化※4を「社会全体の国家的な緊

急課題」と位置付け、平成17年11月に耐震改修促進法を改正し、平成18年１月に施行し

た。また、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18

年国土交通省告示第184号。以下「国の基本方針」という。）」を策定した。 

改正された耐震改修促進法では、耐震改修促進計画の策定が都道府県に義務付けられ

たことから、東京都は、平成19年３月に「東京都耐震改修促進計画※5（以下「東京都計

画」という。）」を策定した。 

また、市町村も耐震改修促進計画の策定に努めるよう定められたことから、西東京市

は、平成20年２月に「西東京市耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）」を策定

した。以後、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例※6（平成

23年東京都条例第36号。以下「東京都耐震化推進条例」という。）」の制定、耐震改修

促進法の改正（平成25年５月）、国の基本方針の改正（平成25年10月）、東京都計画の

改定（平成28年３月）等を踏まえ、平成28年３月に本計画を改定し、災害に強いまちづ

くりを進めてきた。 

しかし、本計画改定以降も大地震が頻発しており、また、首都直下地震については、

発生の切迫性が指摘されていることから、効果的かつ効率的に住宅・建築物の耐震改修

等※7を実施することが求められている。 

このことから、本計画の対象建築物について耐震化の新たな目標を示すとともに、耐

震化を取り巻くこれまでの状況の変化や東京都計画の改定（令和３年３月）などを反映

させるため、本計画を改定する。 

  

                                                
※4  耐震化 耐震診断を実施して地震に対する安全性に適合することを明らかにすること又は耐震改修等を実

施することをいう。 
※5  東京都耐震改修促進計画 耐震改修促進法第５条第１項の規定により、都内の住宅・建築物の耐震診断及

び耐震改修を計画的かつ総合的に促進し、災害に強い東京を実現することを目的に策定された計画。市町村

における耐震改修促進計画の策定の指針となる。 
※6  東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例 震災時において避難、救急消火活動、緊

急支援物資の輸送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止する

ため、沿道の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を確保す

ることを目的とした東京都の条例。 
※7  耐震改修等 耐震改修、除却、建替えにより地震に対して安全な建築物とすること。 
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第１章 計画の概要と地震による被害等 

 

１ 計画の概要 

（１）計画の目的 

本計画は、西東京市内の住宅・建築物の耐震診断※8及び耐震改修等を計画的かつ総合

的に促進することにより、西東京市民の生命と財産を保護し、災害に強いまちづくりを

実現することを目的とする。 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、耐震改修促進法第６条の規定に基づき策定するものである。 

また、本計画は、同法第４条によって定められた国の基本方針や同法第５条の規定に

基づき策定された東京都計画を指針とし、「西東京市地域防災計画※9」や「西東京市都

市計画マスタープラン」、「西東京市住宅マスタープラン2014～2023」、「西東京市公

共施設等総合管理計画」と整合・連携を図るとともに、「西東京市第２次基本構想・基

本計画」を推進する計画と位置付けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-1 関連する法律・計画と本計画の関係 

  

                                                
※8  耐震診断 既存の建築物が、地震に対してどの程度被害を受けるかなど、地震に対する強さや安全性を評

価すること。 
※9  西東京市地域防災計画 災害対策基本法第 42条の規定に基づき、西東京市防災会議が策定する計画。西

東京市・東京都・指定地方行政機関・自衛隊・指定公共機関・指定地方公共機関等の防災関係機関、事業

所、地域の防災組織及び市民が総力を結集し、各主体の持てる能力を発揮し、主体間で連携を図ることによ

り、「自助」「共助」「公助」を実現し、自然災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策を実施することに

より、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的としている。 

西東京市第２次 

基本構想・基本計画 

・西東京市地域防災計画 

・西東京市都市計画マスタープラン 

・西東京市住宅マスタープラン

2014～2023 

・西東京市公共施設等総合管理計画 

 

 
整合・連携 

 耐
震
改
修
促
進
法 

 

国
の
基
本
方
針 

東京都耐震 

改修促進計画 

指針 
西 東 京 市 耐 震 改 修 促 進 計 画  

 

建 築 物 の 耐 震 化 促 進  
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（３）計画期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とする。 

なお、社会経済情勢の変化や計画の進捗状況に適切に対応するため、おおむね３年を

目途として検証を行い、必要に応じて内容を見直すなど計画の改定を行う。 

 

 

 平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 
 

  

 

 

 

 

          

                

 

図1-2 計画期間 

  

西東京市耐震改修促進計画 

新たな計画期間 

耐震改修促進法施行令等改正  

東京都計画改定 
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２ 地震による被害等 

（１）想定する地震の規模 

本計画では、東京都計画及び西東京市地域防災計画との整合を図るため、「首都直下

地震等による東京の被害想定」（平成24年４月 東京都防災会議公表）に基づき、東京

湾北部地震（マグニチュード（以下「Ｍ」と表記する。）7.3）、多摩直下地震（Ｍ

7.3）、元禄型関東地震（Ｍ8.2）及び立川断層帯地震（Ｍ7.4）を想定する地震の規模

とする。 

 

表1-1 想定する地震の規模 

項目 想定地震 

種類 東京湾北部地震 
多摩直下地震 

（プレート境界多摩地震） 
元禄型関東地震 立川断層帯地震 

震源 東京湾北部 東京都多摩地域 神奈川県西部 東京都多摩地域 

規模 Ｍ7.3 Ｍ8.2 Ｍ7.4 

震源の深さ 約20～35 km 約0～30 km 約2～20 km 

（出典：東京都地域防災計画※10 震災編（令和元年修正 東京都）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-3 東京湾北部地震における震度分布（M7.3） 

（出典：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 

 

  

                                                
※10  東京都地域防災計画 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 40条の規定に基づき東京都防災会

議が策定する計画であり、都、区市町村、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関等

の防災機関がその有する全機能を有効に発揮して、都の地域における地震災害の予防、応急対策及び復旧・

復興対策を実施することにより、住民の生命、身体及び財産を保護することを目的としている。 
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図1-4 多摩直下地震における震度分布（M7.3） 

（出典：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-5 元禄型関東地震における震度分布（M8.2） 

（出典：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 
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図1-6 立川断層帯地震における震度分布（M7.4） 

（出典：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 

 

（２）想定される被害の状況 

西東京市における被害の概要は、表1-2及び表1-3による想定では以下のとおりとなる。 

・想定される被害は、「多摩直下地震（Ｍ7.3）」が最大となる。 

・火災の出火件数は７件で、それによる焼失棟数は681棟である。（多摩直下地震 

の場合） 

・死者の主な原因は、建物被害と火災によるものである。 

・負傷者の主な原因は、建物被害及び屋内収容物の転倒である。 

・エレベーターの閉じ込め台数は８台である。（多摩直下地震の場合） 

 

表1-2 気象条件等と想定される災害等 

季節・時刻・風速 想定される災害等 

冬の夕方 18時 

風速 ８ｍ／秒 

○火気器具利用が最も多いと考えられる時間帯で、これらを原因

とする出火数が最も多くなるケース。 

○オフィスや繁華街周辺、ターミナル駅では、帰宅、飲食のため

多数の人が滞留している。 

○ビル倒壊や落下物等により被災する危険性が高い。 

○鉄道、道路もほぼラッシュ時に近い状況で人的被害や交通機能

支障による影響拡大の可能性が高い。 

（参考：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 

 

  

西東京市 
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表1-3 想定される西東京市の被害状況 

被害想定の 

種類 

地震の種類 東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄型関東地震 立川断層帯地震 

マグニチュード M7.3 M7.3 M8.2 M7.4 

地震発生時刻 冬の夕方18時 冬の夕方18時 冬の夕方18時 冬の夕方18時 

風速 8m/秒 8m/秒 8m/秒 8m/秒 

基
本
情
報 

夜間人口（人） 196,511 

昼間人口（人） 152,026 

建物 

棟数 

木造 33,503 棟 33,503 棟 33,503 棟 33,503 棟 

非木造 6,812 棟 6,812 棟 6,812 棟 6,812 棟 

震度別面積率 

５強 0.1 ％ － ％ － ％ 0.1 ％ 

６弱 99.9 ％ 72.0 ％ 100 ％ 97.4 ％ 

６強 － ％ 28.0 ％ － ％ 2.5 ％ 

想
定
さ
れ
る
被
害 

原因別 

建物 

全壊 

棟数 

計 338 棟 831 棟 211 棟 428 棟 

ゆれ 338 棟 830 棟 210 棟 427 棟 

液状化 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 

急傾斜地崩壊 1 棟 1 棟 1 棟 1 棟 

原因別 

建物 

半壊 

棟数 

計 2,808 棟 3,711 棟 2,076 棟 2,919 棟 

ゆれ 2,806 棟 3,706 棟 2,074 棟 2,917 棟 

液状化 0 棟 4 棟 0 棟 0 棟 

急傾斜地崩壊 2 棟 2 棟 2 棟 2 棟 

火災 出火件数 3 件 7 件 3 件 3 件 

焼失棟数(倒壊建物を含む) 397 棟 681 棟 376 棟 409 棟 

人
的
被
害 

死

者 

計 21 人 44 人 15 人 24 人 

ゆれ・液状化による建物被害 13 人 32 人 8 人 16 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 7 人 12 人 6 人 7 人 

ブロック塀等 1 人 1 人 1 人 1 人 

屋外落下物 0 人 0 人 0 人 0 人 

屋内収容物（参考値） 2 人 2 人 2 人 2 人 

負

傷

者 

計 568 人 892 人 417 人 619 人 

ゆれ・液状化による建物被害 535 人 839 人 386 人 584 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 10 人 20 人 9 人 10 人 

ブロック塀等 22 人 32 人 21 人 25 人 

屋外落下物 0 人 1 人 0 人 1 人 

屋内収容物（参考値） 40 人 40 人 40 人 40 人 

エレベーター閉じ込め台数 7 台 8 台 7 台 7 台 

※ 小数点以下の四捨五入により合計は合わないことがある。                             

（参考：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 
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（３）過去の大地震における被害の特徴 

① 阪神・淡路大震災や東日本大震災における被害の特徴 

阪神・淡路大震災や東日本大震災における主な死因は図1-7、図1-8に示すとおりであ

る。阪神・淡路大震災では家屋や家具類等の倒壊による圧迫死、東日本大震災では溺死

が、それぞれ最大となっており、地震によって大きな違いがある。 

首都直下地震が発生した場合の被害は、都市部の直下地震である阪神・淡路大震災の

様相に類似することが想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 阪神・淡路大震災における被害状況 

阪神・淡路大震災における建築物の被害状況を、昭和56年以前に建築された建築物と

昭和57年以降に建築された建築物とで比較すると、その被害状況には大きな差がある。 

また、この震災における直接的な死亡原因は、家屋や家具類の倒壊等による圧迫死が

９割近くを占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-9 建築時期と被害状況 

（出典：阪神・淡路大震災建築震災調査委員会中間報告（平成７年 建設省住宅局）） 

  

大破・倒壊

大破・倒壊

中破・小破

中破・小破

軽微・無被害

軽微・無被害
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1981(昭和56)年以前 1982(昭和57)年以降

図 1-8 東日本大震災における死因 

（岩手県・宮城県・福島県） 

（出典：中央防災会議 東北地方太平洋沖地震を

教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会） 

 

図 1-7 阪神・淡路大震災における死因

（出典：平成７年 警察白書） 

家屋、家具類等の倒壊による

圧迫死と思われるもの,88% 
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第２章 耐震化の基本的な考え方 

 

１ 耐震化促進の基本方針 

住宅・建築物の耐震化を促進するためには、自助・共助・公助の原則を踏まえ、まず、

住宅・建築物の所有者等※11が、地域防災対策を自らの問題、地域の課題として意識して、

主体的に取り組むことが不可欠である。 

西東京市は、住宅・建築物の所有者等が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、

耐震診断及び耐震改修※12を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度を構築するな

ど、必要な施策を講じる。 

 

■  促進の方向性 

  ・住宅・建築物の耐震化は、自助・共助・公助の原則を踏まえ、その建物所有者によっ

て行われることを基本とする。 

  ・西東京市は、建物所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、必要な支援

を行う。 

  ・限られた財源で効果的かつ効率的に支援するため、特定緊急輸送道路※13の沿道建築物

の耐震化や、いったん罹
り

災した場合、その再建には通常の建築物以上に困難を伴うこ

とが多い分譲マンションの耐震化など、重点化を図る。 

  ・建築物の耐震化と並行して、窓ガラス、外壁タイル、屋外広告物、エレベーター、ブ

ロック塀等、家具類、特定天井※14などについて、耐震化と関連する総合的な安全対策

を推進する。 

  ・市民、建築関係団体、東京都等と適切な役割分担のもとに連携を図る。 

 

  

                                                
※11  所有者等 所有者、管理者又は占有者をいう。 

※12  耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備

（擁壁の補強など）をすること。 
※13  特定緊急輸送道路 東京都が指定した緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を促進する必要が

ある道路として東京都が指定したもの。その道路に敷地が接する建築物の所有者に対して、耐震化の状況報

告の義務と、耐震診断の義務が課せられている。 
※14  特定天井 平成 25年７月に建築基準法施行令が改正され定義された（平成 26年４月施行）、脱落によっ

て重大な危害を生ずるおそれがある吊
つ

り天井（天井のうち、構造耐力上主要な部分等から天井面構成部材を

吊
つ

り材により吊
つ

り下げる構造の天井）。平成 25年国土交通省告示第 771号により、次に該当する吊
つ

り天井

を特定天井とし、構造耐力上安全な構造方法が定められた。 

   ・居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの 

   ・高さが６ｍを超える天井の部分で、その水平投影面積が 200㎡を超えるもの 

   ・天井面構成部材等の単位面積質量が２㎏/㎡を超えるもの 
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２ 対象区域と対象建築物 

本計画の対象区域は、西東京市内全域とする。 

本計画の対象建築物は、建築基準法（昭和25年法律第201号）における新耐震基準※15

導入（昭和56年６月１日施行）より前に建築された建築物のうち、表2-1に掲げるもの

とする。 

表2-1 対象建築物 

対象建築物の種類 内  容 耐震改修促進法上の位置付け 

住宅 ・戸建住宅（長屋建てを含む。） 

・共同住宅 

 

民間特定建築物（詳細は、表2-2を参照） 

 特定既存耐震不適

格建築物 

・多数の者が利用する一定規模以上の建築物

のうち、民間が所有する建築物 

・耐震改修促進法第14条第１項第１号及び

第２号に定める建築物（本計画では同条

第３号は一般緊急輸送道路沿道建築物と

して民間特定建築物からは除く。） 

要緊急安全確認大

規模建築物 

・地震に対する安全性を緊急に確かめる必要

がある大規模な建築物のうち、民間が所有

する建築物 

・耐震改修促進法附則第３条第１項に定め

る建築物 

（耐震診断義務付け建築物） 

緊急輸送道路沿道建築物 

 特定緊急輸送道路

沿道建築物 

・特定緊急輸送道路に接する一定高さを超え

る建築物 

・耐震改修促進法第７条第１項に定める要

安全確認計画記載建築物 

（耐震診断義務付け建築物） 

一般緊急輸送道路

沿道建築物 

・特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路に接

する一定高さを超える建築物 

・耐震改修促進法第14条第１項第３号に定

める特定既存耐震不適格建築物 

ブロック塀等 

 通行障害建築物と

なる組積造の塀 

・特定緊急輸送道路に接する建物に附属する

一定長さ・高さを超える組積造の塀（補強

コンクリートブロック造の塀を含む。） 

・耐震改修促進法第７条第１項に定める要

安全確認計画記載建築物 

（耐震診断義務付け建築物） 

その他の組積造の

塀及び万年塀 

・避難路に面する安全対策が必要と思われる

組積造の塀（補強コンクリートブロック造

の塀を含む。）及び万年塀 

 

公共建築物 

 防災上重要な公共

建築物 

・災害対策本部設置施設 

・西東京市地域防災計画に位置付ける避難施

設、福祉避難施設、一時滞在施設 

・消防団詰所 

 

その他の公共建築

物 

・防災上重要な公共建築物を除く、木造以外

で延べ面積200㎡を超える公共建築物 

 

 

  

                                                
※15  新耐震基準 詳細は、【巻末資料】語句説明を参照。 
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（１）住宅 

地震による住宅の倒壊を防ぐことは、居住者の生命と財産を守るだけではなく、倒

壊による道路閉塞を防ぐことで円滑な消火活動や避難が可能となり、市街地の防災性

の向上につながる。また、震災による住宅の損傷が軽微であれば、修復により継続し

て居住することが可能であり、早期の生活再建にも効果的である。このことから、住

宅の耐震化を引き続き促進していく。 

 

（２）民間特定建築物※16 

多数の方が利用する一定規模以上の建築物が倒壊した場合、多くの利用者や居住者が

被害を受けるだけでなく、倒壊による道路の閉塞により消火活動や避難に支障を来す可

能性がある。また、地震による被害により企業の事業継続が困難になるなど、経済活動

へも大きな影響が想定されることから、着実に耐震化を図る必要がある。 

耐震改修促進法では、多数の者が利用する一定規模以上の建築物を「特定既存耐震不

適格建築物※17」と位置付けており、その建築物のうち、地震に対する安全性を緊急に確

かめる必要がある大規模なものを「要緊急安全確認大規模建築物※18」と位置付け、要安

全確認計画記載建築物※19と同様に耐震診断の実施を義務付けている。 

これらのうち表2-2に示す建築物を民間特定建築物として、引き続き耐震化を促進し

ていく。 

  

                                                
※16  民間特定建築物 本計画において、耐震改修促進法第 14条に定める特定既存耐震不適格建築物及び同法

附則第３条第１項に定める要緊急安全確認大規模建築物のうち民間が所有する建築物をいう。 
※17  特定既存耐震不適格建築物 耐震改修促進法第 14条の規定により、政令で定める一定規模以上の多数の

者が利用する建築物で、所有者は耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要がある

と認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならないとされているもの。 
※18  要緊急安全確認大規模建築物 耐震改修促進法附則第３条の規定により、地震に対する安全性を緊急に

確かめる必要がある大規模なものとして政令で定める一定規模以上の多数の者が利用する建築物で、所有者

は耐震診断を行い、その結果を平成 27年 12月 31日までに所管行政庁に報告しなければならないもの。 
※19  要安全確認計画記載建築物 耐震改修促進法第７条の規定により、国土交通省令で定めるところによ

り、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限

までに所管行政庁に報告しなければならないもの。 

一 耐震改修促進法第５条第３項第１号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物及

び期限 

二 その敷地が耐震改修促進法第５条第３項第２号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載され

た道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）及び期限 

三 その敷地が耐震改修促進法第６条第３項第１号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された

道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限り、前号に掲げる建

築物であるものを除く。）及び期限 
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表2-2 民間特定建築物一覧表 

用途 

特定既存耐震不適格建築物 要緊急安全確認 
大規模建築物の 
規模要件 

（耐震改修促進法附則第３条） 

規模要件 
（耐震改修促進法第14条）  

指示対象となる 
規模要件 

（耐震改修促進法第15条）  

学 
校 

小学校、中学校、中等教育学校の前期
課程、特別支援学校 

階数２以上かつ 
1,000㎡以上 
（屋内運動場の面積を含む。） 

階数２以上かつ 
1,500㎡以上 
（屋内運動場の面積を含む。） 

階数２以上かつ 
3,000㎡以上 
（屋内運動場の面積を含む。） 

上記以外の学校 
階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

  

体育館（一般公共の用に供されるもの） 
階数１以上かつ 
1,000㎡以上 

階数１以上かつ 
2,000㎡以上 

階数１以上かつ 
5,000㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ
れらに類する運動施設 

階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

階数３以上かつ 
2,000㎡以上 

階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

病院、診療所 
劇場、観覧場、映画館、演芸場 
集会場、公会堂 
展示場 
卸売市場   
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営
む店舗 

階数３以上かつ 
2,000㎡以上 

階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

ホテル、旅館 
賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 

  
事務所 
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホー
ムその他これらに類するもの 階数２以上かつ 

1,000㎡以上 
階数２以上かつ 
2,000㎡以上 

階数２以上かつ 
5,000㎡以上 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害

者福祉センターその他これらに類するもの 

幼稚園、保育所 
階数２以上かつ 
500㎡以上 

階数２以上かつ 
750㎡以上 

階数２以上かつ 
1,500㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

階数３以上かつ 
2,000㎡以上 

階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

遊技場 
公衆浴場 
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホールその他これらに類するもの 
理髪店、質屋、貸衣裳屋、銀行その他これら
に類するサービス業を営む店舗 
工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に
供する建築物を除く。） 

  

車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発
着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待
合の用に供するもの 

階数３以上かつ 
2,000㎡以上 

階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

自動車車庫など自動車の停留又は駐車のた
めの施設 
保健所、税務署その他これらに類する公益
上必要な建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する
建築物 

政令で定める数量
以上の危険物を貯
蔵、処理する全ての
建築物 

500㎡以上 

階数１以上かつ 
5,000㎡以上 
（敷地境界線から一
定距離以内に存す
る建築物に限る。） 
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（３）緊急輸送道路沿道建築物 

地震により、緊急輸送道路※20など防災上重要な道路の沿道建築物が倒壊し、道路閉塞

を起こした場合、避難や救急・消火活動に大きな支障を来し、甚大な被害につながるお

それがある。また、地震発生後の緊急支援物資等の輸送や復旧・復興活動を困難にさせ

ることが懸念される。 

このため、その沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、その道路の機能を確保す

ることは、西東京市民の生命と財産を守るとともに、首都機能を維持するために極めて

重要である。 

① 特定緊急輸送道路沿道建築物 

東京都は、平成23年４月に「東京都耐震化推進条例」を施行し、緊急輸送道路のう

ち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認める道路を「特定緊急輸送道路」と

して指定している。また、特定緊急輸送道路に敷地が接する沿道建築物で一定の高さを

超える建築物を「特定緊急輸送道路沿道建築物」としている。 

 ② 一般緊急輸送道路沿道建築物 

東京都は、特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路を「一般緊急輸送道路」としてお

り、一般緊急輸送道路に敷地が接する沿道建築物で一定の高さを超える建築物を「一般

緊急輸送道路沿道建築物」としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1 緊急輸送道路沿道建築物の要件 

（参考：東京都計画（令和３年３月）） 

  

                                                
※20  緊急輸送道路 災害時の拠点施設を連結し、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消火活動の

実施、緊急支援物資の輸送等の観点から重要な道路で、地域防災計画などに定められている道路。 

東京都計画で指定する緊急輸送道路の沿道建築物であって、以下のいずれかの要

件に該当する建築物 

・前面道路幅員が 12ｍを超える場合は、その前面道路幅員の２分の１を超える高さの

建築物 

・前面道路幅員が 12ｍ以下の場合は、６ｍを超える高さの建築物 

高さＬ/２ 

Ｌ/２ Ｌ/２ 

前面道路幅員 = Ｌ 

緊急輸送道路 

道路境界 

45° 
45° 

高さ L/２ 

又は６ｍ超 
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③ 耐震改修促進法上の位置付け 

耐震改修促進法では、都道府県や区市町村が策定する耐震改修促進計画において、地

震時の建築物の倒壊による通行障害を防ぐべき道路を定め、その沿道建築物の耐震化を

促進するよう規定している。このため、東京都は、特定緊急輸送道路を耐震改修促進法

第５条第３項第２号に基づく「建築物集合地域通過道路等」として位置付け、同法第７

条第１項第２号により特定緊急輸送道路沿道建築物を「要安全確認計画記載建築物」と

して耐震診断の実施を義務付けている（耐震診断の結果の報告期限は、平成26年度末で

ある。）。また、一般緊急輸送道路を耐震改修促進法第５条第３項第３号に基づく地震

時の建築物の倒壊による通行障害を防ぐべき道路として位置付けている。 

④ 緊急輸送道路沿道建築物の所有者と占有者の義務 

東京都は、平成31年３月に東京都耐震化推進条例を改正し、地震により緊急輸送道路

の沿道建築物が倒壊し、緊急輸送道路を閉塞した場合における被害の影響の広範さに鑑

み、緊急輸送道路沿道建築物の所有者は、自らの社会的責任を認識して耐震化に努める

ものとし、緊急輸送道路沿道建築物の占有者は、所有者が行う耐震化の実現に向けて協

力するよう努めるものとした。 

表2-3 緊急輸送道路沿道建築物の所有者と占有者の義務等 

区分 内容 根拠条文 

特定 

緊急輸送

道路沿道

建築物 

所有者 

耐震診断を実施し、その結果を知事に報告しなければな

らない。〈義務〉※ 

東京都耐震化推進条例

第10条第１項、第２項 

耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁※21に報告しな

ければならない。〈義務〉※ 

耐震改修促進法第７条

第１項第２号 

耐震診断の結果、地震に対する安全性の基準に適合しな

い場合、耐震改修等を実施するよう努めなければならな

い。〈努力義務〉 

東京都耐震化推進条例

第10条第３項 

耐震改修促進法第11条 

占有者に対し、地震に対する安全性の基準に適合しない

旨を通知するよう努めなければならない。〈努力義務〉 

東京都耐震化推進条例

第10条第４項 

占有者に対し、耐震改修等の実現に向けた協力を求める

よう努めなければならない。〈努力義務〉 

東京都耐震化推進条例

第10条第５項 

占有者 
所有者が行う耐震改修等の実現に向けて協力するよう努

めなければならない。〈努力義務〉 

東京都耐震化推進条例

第14条の２第２項 

一般 

緊急輸送

道路沿道

建築物 

所有者 

耐震診断の結果、地震に対する安全性の基準に適合しな

い場合、耐震改修等を実施するよう努めなければならな

い。〈努力義務〉 

耐震改修促進法第14条

第１項第３号 

※耐震診断の結果の報告期限は平成26年度末である。             （出典：東京都計画（令和３年３月）） 

  

                                                
※21 所管行政庁 耐震改修促進法第２条第３項の規定により、建築主事を置く市町村及び特別区においてはそ

の長、その他の市町村においては都道府県知事をいう。本市では西東京市長が所管行政庁。 
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図2-2 西東京市内の特定緊急輸送道路等位置図 

  

道路網図：（承認番号）２都市基街都第 240号、令和２年 12月９日 

地形図：この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図

を利用して作成したものである。（承認番号）２都市基交著第 212号 
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（４）ブロック塀等 

ひび割れや傾斜しているなど危険なブロック塀等が適切に管理されず、地震により倒

壊した場合、通行人や通行車両が被害を受けるおそれがある。また、倒壊による道路の

閉塞により避難や救急・消火活動に支障を来す可能性もあることから、ブロック塀等の

耐震化を促進していく必要がある。 

① 通行障害建築物となる組積造の塀 

耐震改修促進法では、都道府県や区市町村が策定する耐震改修促進計画において、地

震時の建築物の倒壊による通行障害を防ぐべき道路を定め、その沿道建築物の耐震化を

促進することとしており、平成30年11月の耐震改修促進法施行令等の改正により、建物

に附属する組積造の塀が通行障害建築物に追加されたが、平成31年に実施した概況調査

において、西東京市内では、通行障害建築物となる組積造の塀は確認されていない。 

なお、地域の実情に応じて、対象となる塀の長さと高さの下限値を定められることと

なり、東京都は、耐震改修促進法第５条第３項第２号に基づき「建築物集合地域通過道

路等」に位置付けている特定緊急輸送道路に面する組積造の塀のうち、長さ８ｍを超え、

かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から前面道路の境界線

までの水平距離に前面道路の幅員の２分の１に相当する距離を加えた数値を2.5で除し

て得た数値を超える組積造の塀であって、建物に附属するもの（以下「通行障害建築物

となる組積造の塀」という。）を「要安全確認計画記載建築物」として令和２年４月１

日から耐震診断の実施を義務付けている（耐震診断の結果の報告期限は、令和３年度末

である。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-3 通行障害建築物となる組積造の塀の要件 

（参考：東京都計画（令和３年３月）） 

  

特定緊急輸送道路に接する建物に附属する組積造の塀のうち、次の全てに該当する塀 

・長さが８ｍを超える塀 

・高さが、塀から道路中心線までの距離を２.５で除して得た数値を超える塀 
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② その他の組積造の塀及び万年塀 

大阪府北部地震によるブロック塀の倒壊被害を踏まえ、西東京市では、避難路※22に面

する安全対策が必要と思われる組積造の塀及び万年塀の耐震化を重点的に促進してい

く。 

 

（５）公共建築物 

公共建築物は多くの市民に利用されるとともに、災害時の活動拠点や避難施設などと

して重要な役割を担っている。また、公共建築物を耐震化することは、民間建築物の耐

震化を進めていく上で先導的な役割を果たす。 

このため、西東京市は、西東京市地域防災計画に位置付けられた避難施設、福祉避難

施設及び一時滞在施設等の防災上重要な公共建築物や木造以外の建築物で延べ面積 200

㎡を超えるその他の公共建築物について、重点的に耐震化を促進している。 

なお、上記以外の公共建築物については、施設の用途や老朽化、利用状況等を検証す

るとともに、建築物の継続利用の適否も踏まえた上で耐震化を促進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-4 本計画の対象となる公共建築物 

  

                                                
※22  避難路 市内各小学校が定める通学路のほか、児童・生徒が自宅から学校等の指定避難所に至るまでの経

路をいう。なお、本計画の「避難路」については、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ-16-

（12）-①住宅・建築物耐震改修事業の 1. 十三における「避難路」として位置付ける。 

本計画の対象となる公共建築物 

防災上重要な公共建築物（78棟） 

公共建築物 
木造以外の建築物で延べ面積

200㎡を超えるもの（39棟） その他の公共建築物 

上記以外のもの 
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３ 耐震化の現状 

（１）住宅 

住宅・土地統計調査※23を基に推計した令和元年度末時点における西東京市内の住宅は、

89,947戸である。 

このうち、令和２年５月に国より示された推計方法に準じて算定すると、必要な耐震

性を満たしている住宅は84,165戸（93.6％）、必要な耐震性を満たしていない住宅は

5,782戸（6.4％）と見込まれる。 

 

表2-4 令和元年度末時点における住宅の耐震化率※24の推計                単位：戸 

 住宅    耐震化率 

 耐震化住宅  未耐震住宅  

  内、新耐震基準   

平成 25年住宅・土地統計調査

（平成 25年９月末時点） 
87,230 77,750 68,923 9,480 89.1％ 

平成 30年住宅・土地統計調査 

（平成 30年９月末時点） 
89,320 82,684 75,098 6,636 92.6％ 

増減数（平成 25～30年） 2,090 4,934 6,175 ▲2,844 － 

年平均増減数（Ａ） 418 987 1,235 ▲569 － 

H30.10～R2.3 増減数（Ａ×1.5） 627 1,481 1,853 ▲854 － 

令和元年度末推計値 89,947 84,165 76,951 5,782 93.6％ 

※住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会とりまとめ（令和２年５月 国土交通省）

を踏まえ、平成 28 年３月改定時から推計方法を改めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-5 住宅の耐震化率の推移  

                                                
※23  住宅・土地統計調査 詳細は、【巻末資料】語句説明を参照。 
※24  耐震化率 詳細は、【巻末資料】語句説明を参照。 



 

20 

（２）民間特定建築物 

特定行政庁※25に提出された特定建築物定期調査報告※26等のデータをもとに把握した

西東京市内の民間特定建築物は91棟である。 

このうち、必要な耐震性を満たしている建築物は 81 棟（89.0％）、必要な耐震性を

満たしていない建築物は 10棟（11.0％）となっている。 

① 特定既存耐震不適格建築物 

民間特定建築物のうち、特定既存耐震不適格建築物は90棟である。 

 ② 要緊急安全確認大規模建築物 

民間特定建築物のうち、耐震診断義務付け建築物である要緊急安全確認大規模建築物

は１棟であり、すでに耐震化されている。 

 

表2-5 民間特定建築物の耐震化率（令和２年12月末時点）             単位：棟 

種 別 
建築物数 

昭和56年 
以前の 
建築物 

 昭和57年 
以降の 
建築物 

耐震化率 耐震性の 
あるもの 

Ａ Ｂ Ｂ’ Ｃ 
（Ｂ’＋Ｃ）

／Ａ 

防災上特に重要な建

築物（学校、病院

等） 

31 9 3 22 80.6％ 

要配慮者が利用する

建築物（社会福祉施

設等） 

19 1 1 18 100.0％ 

不特定多数が利用す

る建築物（店舗、ホ

テル、劇場等） 

11(1) 2(1) 1(1) 9 
90.9％ 

(100.0％) 

 

その他の建築物 

 

30 6 3 24 90.0％ 

 

計 

 

91(1) 18(1) 8(1) 73 
89.0％ 

(100.0％) 

※令和２年12月末時点の推計値（特定建築物定期調査報告等からの推計値） 

※民間の建築物の対象規模は、P.13 表2-2 民間特定建築物⼀覧表 を参照。 

※賃貸住宅（共同住宅に限る。）については、本計画では P.19（１）住宅 で耐震化率の推計を行ったため、民

間特定建築物の推計には含めていない。 

※要緊急安全確認大規模建築物１棟（表中、括弧にて表記。）については、「不特定多数が利用する建築物

（店舗、ホテル、劇場等）」に含む。 

  

                                                
※25  特定行政庁 建築基準法第２条第１項第 35号の規定により、建築主事を置く市町村及び特別区において

はその長、その他の市町村においては都道府県知事をいう。本市では西東京市長が特定行政庁。 

※26  特定建築物定期調査報告 建築基準法第 12条第１項に定める建築物の所有者等は、定期的に建築物の敷

地等の調査をし、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 
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（３）特定緊急輸送道路沿道建築物 

西東京市内では、東京都耐震化推進条例により、青梅街道、所沢街道、保谷新道及び

五日市街道の一部並びに新青梅街道の全部が特定緊急輸送道路に指定され、耐震診断が

義務付けられた建築物は43棟あり、耐震診断の実施率は97.7％となっている。 

このうち、必要な耐震性を満たしている建築物（建替え・除却済みのものを含む。）

は28棟（65.1％）、必要な耐震性を満たしていない建築物は15棟（34.9％）である（耐

震診断未実施により耐震性が不明な１棟を含む。）。 

なお、耐震診断の結果、必要な耐震性を満たしていない建築物のうち、特に倒壊の危

険性が高い建築物（Is値※27が0.3未満相当の建築物）は、９棟となっている。 

 

表2-6 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断実施状況（令和２年12月末時点） 単位：棟 

 

建物数 

耐震診断実施済 

及び除却済、 

建替済 

耐震診断 

未実施 

耐震診断 

実施率 

Ａ Ｂ Ｃ Ｂ／Ａ 

特定緊急輸送道路 

沿道建築物のうち、 

旧耐震建築物 

43 42 １ 97.7％ 

※対象とする建築物には、西東京市が特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成事業を開始した平成

24年度に耐震改修済みや除却中であったもの４棟と、平成27年度に新たに対象であることが判明した２棟を

含み、平成29年度に対象要件に該当しないことが判明した１棟を除く。 

※「耐震診断実施済及び除却済、建替済」棟数には、建物所有者が自費により実施したものを含む。 

 

表2-7 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率（令和２年12月末時点）       単位：棟 

 

建物数 

耐震化済 

耐震化率 
耐震性あり 

建替え・ 

除却済 
合計 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ＝Ｂ＋Ｃ Ｄ／Ａ 

特定緊急輸送道路 

沿道建築物のうち、 

旧耐震建築物 

43 21 ７ 28 65.1％ 

※対象とする建築物には、西東京市が特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成事業を開始した平成

24年度に耐震改修済みや除却中であったもの４棟と、平成27年度に新たに対象であることが判明した２棟を

含み、平成29年度に対象要件に該当しないことが判明した１棟を除く。 

※「耐震化済」棟数には、建物所有者が自費により実施したものを含む。 

  

                                                
※27  Is値 「構造耐震指標」と呼ばれ、耐震診断の判断の基準となる指標のこと。国の基本方針では、Is値

の評価について以下のように定めている。 

① Is値が 0.3未満の場合： 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 

② Is値が 0.3以上、0.6 未満の場合： 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 

③ Is値が 0.6以上の場合： 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 
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（４）ブロック塀等 

① 通行障害建築物となる組積造の塀 

平成 31 年に実施した概況調査において、西東京市内では、通行障害建築物となる組

積造の塀は確認されなかった。 

② その他の組積造の塀及び万年塀 

   大阪府北部地震以降、避難路のうち、市内各小学校が定める通学路のブロック塀一斉

調査等により把握した通学路に面する安全対策が必要と思われる組積造の塀及び万年塀

は、表 2-8のとおりとなっている。 

 

表 2-8 通学路に面する安全対策が必要と思われる組積造の塀及び万年塀（令和２年 10 月末時点） 

種類 箇所数 延長 

組積造の塀 10 約 250ｍ 

万年塀 ３ 約 210ｍ 

（西東京市教育委員会調べ） 

 

（５）公共建築物 

西東京市内の公共建築物のうち、防災上重要な公共建築物は78棟、その他の公共建築

物のうち、本計画の対象となる公共建築物は39棟ある。 

防災上重要な公共建築物は、全て必要な耐震性を満たしており、耐震化率は100％と

なっている。 

その他の公共建築物のうち、必要な耐震性を満たしている建築物は38棟（97.4％）、

必要な耐震性を満たしていない建築物は１棟（2.6％）あるが、令和３年度に耐震改修

工事を実施する予定となっている。  

 

表2-9 西東京市内の公共建築物における耐震化の現状（令和２年度末見込）  単位：棟 

 

棟数 

必要な耐震性

を満たしてい

る施設 

必要な耐震性

を満たしてい

ない施設 

耐震化率 

Ａ Ｂ Ｃ Ｂ／Ａ 

防災上重要な公共建築物 78 78 0 100.0％ 

その他の公共建築物 39 38 1 97.4％ 

公共建築物 計 117 116 1 99.1％ 
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表2-10 防災上重要な公共建築物の耐震化の状況（令和２年度末見込）（その１） 

  主な建物名・施設名等 建築年 
耐震診断 

実施 

耐震改修 

実施年度 

耐震性

の有無 
備考 

災害対策 
本 部 
設置施設 

1 防災センター 平成 11 － － ○  

2 田無庁舎 昭和 58 － － ○  

避難施設 1 東伏見コミュニティセンター 平成 14 － － ○  

 2 田無小学校 昭和 53 済 平成 10 ○  

 3 保谷小学校 昭和 53 済 平成 9,10 ○  

 4 保谷第一小学校 昭和 53 済 平成 11 ○  

 5 保谷第二小学校 昭和 50 済 平成 12 ○  

 6 谷戸小学校 昭和 54 済 平成 13 ○  

 7 東伏見小学校 昭和 56 済 平成 12 ○  

 8 中原小学校 令和 2 － － ○  

 9 向台小学校 昭和 55 済 平成 13 ○  

 10 碧山小学校 平成 6 － － ○  

 11 芝久保小学校 昭和 43 済 平成 14 ○  

 12 栄小学校 昭和 45 済 平成 9 ○  

 13 谷戸第二小学校 昭和 47 済 平成 14 ○  

 14 東小学校 昭和 49 済 平成 10 ○  

 15 柳沢小学校 昭和 50 済 平成 15 ○  

 16 上向台小学校 昭和 53 済 平成 15 ○  

 17 本町小学校 昭和 54 済 平成 11 ○  

 18 住吉小学校 昭和 53 済 平成 12 ○  

 19 けやき小学校 平成 15 － － ○  

 20 田無第一中学校 昭和 48 済 平成 10,11 ○  

 21 保谷中学校 昭和 43 済 平成 10 ○  

 22 田無第二中学校 昭和 50 済 平成 16 ○  

 

23 

ひばりが丘中学校 昭和 35 済 平成 9 ○ 
令和３年度以降 

解体予定 

ひばりが丘中学校（新校舎） 

（（仮称）第 10中学校） 
平成 30 － － ○ 

令和３年度 

移転予定 

 24 田無第三中学校 昭和 36 済 平成 16 ○  

 25 青嵐中学校 平成 19 － － ○  

 26 柳沢中学校 昭和 47 済 平成 11 ○  

 27 田無第四中学校 昭和 52 済 平成 17 ○  

 28 明保中学校 昭和 58 － － ○  

福祉避難

施 設 

1 田無保育園 平成 19 － － ○ 公設民営 

2 はこべら保育園 昭和 50 済 平成 26 ○  

 3 向台保育園 昭和 59 － － ○  

 4 西原保育園 平成 21 － － ○  

 5 こまどり保育園 平成 5 － － ○ 借受 

 6 みどり保育園 平成 18 － － ○ 公設民営 

 
7 芝久保保育園 昭和 47 済 平成 26 ○ 

借受 

公設民営 

 8 すみよし保育園 平成 23 － － ○  

 9 なかまち保育園 昭和 49 済 平成 23 ○  

 10 ひがし保育園 昭和 51 済 平成 24 ○  

 

11 しもほうや保育園 昭和 52 済 平成 23 ○ 

公設民営 

（令和３年度民設

民営移行予定） 

 12 やぎさわ保育園 昭和 52 済 平成 24 ○  

 13 けやき保育園 昭和 55 済 平成 26 ○  
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表2-10 防災上重要な公共建築物の耐震化の状況（令和２年度末見込）（その２） 

  主な建物名・施設名等 建築年 
耐震診断 

実施 

耐震改修 

実施年度 

耐震性

の有無 
備考 

福祉避難

施 設 
14 ほうやちょう保育園 平成元 － － ○ 

借受 

公設民営 

15 ひばりが丘保育園 平成 2 － － ○ 借受 

16 ひがしふしみ保育園 平成 4 － － ○ 
借受 

公設民営 

17 そよかぜ保育園 平成 23 － － ○ 公設民営 

18 田無総合福祉センター 平成 7 － － ○  

 19 下保谷福祉会館 平成 23 － － ○  

 20 新町福祉会館 昭和 52 済 － ○  

 21 富士町福祉会館 昭和 56 済 － ○  

 22 ひばりが丘福祉会館 昭和 57 済 － ○  

 23 住吉会館（ルピナス） 平成 20 － － ○  

 24 老人憩いの家「おあしす」 平成 8 － － ○ 借受 

 25 谷戸高齢者在宅サービスセンター 平成 6 － － ○  

 26 高齢者センター「きらら」 平成 12 － － ○  

 27 保谷障害者福祉センター 昭和 60 － － ○  
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障害者総合支援センター 

「フレンドリー」 
平成 23 － － ○ 

 

一時滞在

施 設 

1 ひばりが丘図書館 平成 6 － － ○ 市有 

2 柳沢公民館・図書館 昭和 62 － － ○ 借受 

 3 ひばりが丘公民館 平成 2 － － ○ 借受 

 4 芝久保公民館・図書館 昭和 57 済 平成 27 ○ 借受 

 5 谷戸公民館・図書館 昭和 59 － － ○ 借受 

 6 保谷駅前公民館・図書館 平成 20 － － ○  

 7 コール田無 平成 11 － － ○  

 
8 

南町スポーツ・文化交流センター 

「きらっと」 
平成 18 － － ○ 

 

消 防 団 

詰 所 

1 消防団第１分団詰所 平成 6 － － ○  

2 消防団第２分団詰所 平成 9 － － ○  

 3 消防団第３分団詰所 平成 17 － － ○  

 4 消防団第４分団詰所 平成 23 － － ○  

 5 消防団第５分団詰所 昭和 62 － － ○  

 6 消防団第６分団詰所 平成 12 － － ○  

 7 消防団第７分団詰所 平成 17 － － ○  

 8 消防団第８分団詰所 平成 23 － － ○  

 9 消防団第９分団詰所 平成 28 － － ○  

 10 消防団第 10分団詰所 平成 20 － － ○  

 11 消防団第 11分団詰所 平成 19 － － ○  

 12 消防団第 12分団詰所 平成 18 － － ○  

※建築年欄のうち、昭和56年以前のものについて網掛 
※避難施設、福祉避難施設及び一時滞在施設は「西東京市地域防災計画」（平成31年修正 西東京市）に
よる 
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表2-11 その他の公共建築物の耐震化の状況（令和２年度末見込） 

  主な建物名・施設名等 建築年 
耐震診断 

実施 

耐震改修 

実施年度 

耐震性

の有無 
備考 

市 庁 舎 1 田無第二庁舎 令和元 － － ○ 借受 

 2 保谷東分庁舎 平成 3 － － ○  

 3 保谷南分庁舎 平成 22 － － ○  

図 書 館 1 中央図書館・田無公民館 昭和 50 済 
令和３ 

（予定） 
▲  

文化施設 1 保谷こもれびホール 平成 9 － － ○  

 2 アスタ市民ホール 平成 7 － － ○ 借受 

市民交流 

施 設 

1 南町地区会館 昭和 57 － － ○  

2 下宿地区会館 平成 4 － － ○  

 3 緑町地区会館 昭和 59 － － ○ 借受 

 4 谷戸地区会館 平成 2 － － ○  

 5 向台地区会館 平成元 － － ○  

 6 芝久保地区会館 昭和 56 済 － ○  

 7 柳橋第二市民集会所 平成 10 － － ○  

 8 ふれあいセンター 平成 9 － － ○  

児 童 館 1 田無児童館 昭和 53 済 平成 27 ○ 借受 

 2 北原児童館 平成 18 － － ○  

 3 芝久保児童館 平成 13 － － ○  

 4 中町児童館 昭和 53 済 － ○  

 5 ひばりが丘北児童センター 昭和 53 済 － ○  

 6 西原北児童館 昭和 55 済 － ○  

 7 田無柳沢児童センター 昭和 55 済 － ○  

 8 保谷柳沢児童館 平成 6 － － ○  

学 童 

ク ラ ブ 

1 谷戸学童クラブ 平成 12 － － ○  

2 東学童クラブ 平成 4 － － ○  

 
3 

向台学童クラブ・向台第二学童ク

ラブ 
平成 8 － － ○  

 
4 

東伏見学童クラブ・東伏見第二学

童クラブ 
平成 22 － － ○  

 5 みどり学童クラブ 昭和 59 － － ○  

保健福祉施設 1 中町分庁舎 昭和 62 － － ○  

障 害 者 

福祉施設 

1 
東伏見１号分庁舎・東伏見２号分

庁舎 
平成 18 － － ○  

2 ひばりが丘分庁舎 平成 21 － － ○  

消 費 者 

センター 
1 消費者センター分館 平成 6 － － ○  

環境施設 1 エコプラザ西東京 平成 20 － － ○  

スポーツ

施 設 

1 スポーツセンター 平成 5 － － ○  

2 総合体育館 昭和 59 － － ○  

3 武道場 平成 10 － － ○  

その他の社会

教育施設 
1 西原総合教育施設 昭和 55 済 － ○  

代替店舗 
1 田無駅南口代替店舗「イングビル」 平成 3 － － ○  

2 田無駅北口代替店舗高層店「スカイビル」 平成 3 － － ○  

公園・緑地 1 西東京いこいの森公園（パークセンター） 平成 16 － － ○  

※建築年欄のうち、昭和56年以前のものについて網掛 
※耐震性有無欄で「▲」は、耐震診断の結果、補強が必要であるとされたもの 
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４ これまでの取組実績と課題 

（１）西東京市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの取組実績と課題 

西東京市では、平成19年度に本計画を策定し、検証や改定を行いながら、様々な耐震

化に向けた取組を進めてきた。 

また、平成28年３月の改定以降は、本計画における住宅の耐震化率の目標達成に向け、

住宅の耐震化をより一層推進していくため、平成29年２月に西東京市住宅耐震化緊急促

進アクションプログラム（以下「アクションプログラム」という。）を策定し、毎年度、

耐震化促進事業の具体的取組と支援目標を設定し、その実施・達成状況を把握、検証、

公表し、対策を進めている。 

① これまでの取組実績 

ア 住宅・建築物の所有者に対する耐震化促進 

平成29～30年度に、防災都市づくり推進計画※28（平成28年３月 東京都）に示された

木造住宅密集地域※29の木造戸建て住宅を対象に戸別訪問を実施し、住宅の耐震化の必要

性等について説明を行った（実績：平成29年度1,463戸、平成30年度342戸）。 

令和元年度からは、西東京市内全域の対象住宅所有者に対し、チラシ等をダイレクト

メールにより送付し、助成制度等の普及啓発及びアンケートによる意向調査を実施して

いる（実績：令和元年度9,678戸、令和２年度8,237戸）。 

イ 改修事業者の技術力向上 

住宅・建築物の所有者等が安心して耐震改修に取り組める環境を整えるため、改修事

業者の技術力向上に向けて講習会を実施している。また、講習会への参加者等を対象に

改修事業者リストを作成し、窓口等に配置するとともに、市ホームページに掲載し、住

宅・建築物の所有者等へ周知を図っている。 

ウ 普及啓発 

広報「西東京」や市ホームページ、パンフレット等により耐震診断及び耐震改修に関

する情報の普及啓発に取り組むとともに、耐震相談会の開催やイベント時の普及啓発活

動に取り組んでいる。 

② 課題 

住宅・建築物の耐震化を進めるためには、所有者自らが主体的に取り組むべき課題で

あるという意識を、所有者自身が持つことが不可欠である。 

このため、住宅・建築物の耐震化についての普及啓発に力を入れるとともに、相談体

制や情報提供の充実を図り、耐震化率の向上につなげていく必要がある。 

                                                
※28  防災都市づくり推進計画 詳細は、【巻末資料】語句説明を参照。 
※29 木造住宅密集地域 詳細は、【巻末資料】語句説明を参照。 
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（２）耐震化助成事業の取組実績とそれぞれの課題 

①木造住宅耐震診断助成事業（平成 20年２月～） 

本助成事業が開始された平成

20年２月以降の実績を見ると、

多くの年で10～20戸程度となっ

ており、平成24年度のみ例外的

に多く40戸となっている。これ

は平成23年３月の東日本大震災

の影響と考えられる。 

近年は、平成28年以降の大地

震等の影響から増加傾向となっ

ており、令和元年度には累計戸

数が200戸を超えた。 

今後の制度の活用を促進するため、所有者に対する積極的な働きかけを引き続き行っ

ていく必要がある。 

②木造住宅耐震改修等助成事業（平成 20年２月～） 

本助成事業が開始された平成

20年２月以降の実績を見ると、

木造住宅耐震診断助成事業とほ

ぼ同様の推移となっており、こ

れまでの累計戸数は120戸程度

となっている。 

平成31年４月には、令和７年

度末までに完了する耐震改修工

事の助成限度額を90万円に引き

上げており、今後の制度の活用

を促進するため、所有者に対す

る積極的な働きかけを引き続き

行っていく必要がある。 

③木造住宅耐震シェルター等設置助成事業（平成 23 年度～） 

本助成事業が開始された平成23年度以降の実績は、平成27～29年度に各１戸となって

いる。 

アクションプログラムに基づくアンケート結果では「耐震シェルターがどのようなも

のか分からない」、「設置する場所がない」等が意見として挙げられているが、耐震シ

ェルター等は、耐震改修工事と比べ、比較的安価に設置できることから、「命を守るこ

とができる」方策のひとつとして普及を促進していく必要がある。 

図2-6 木造住宅耐震診断助成事業の実績 
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図2-7 木造住宅耐震改修等助成事業の実績 

（※平成 19 年度の実績は現在調査中） 
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④分譲マンション耐震化促進助成事業（平成 28年度～） 

本助成事業が開始された平成28年度以降の実績は、耐震診断が５棟、補強設計が１棟

となっている。 

アクションプログラムに基づくアンケート結果では「工事費用が高いこと」、「区分

所有者間の合意形成が築きにくい」等が意見として挙げられており、今後は、本制度の

周知・啓発活動の強化を実施し、周辺他都市の取組を参考にしながら、制度内容の見直

し等検討を進めていく必要がある。 

⑤特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成事業（平成 24年度～） 

本助成事業が開始された平成

24年度以降の実績は、耐震診断

が36棟、補強設計が17棟、耐震

改修等が15棟となっている。 

本助成事業を活用した耐震化

の促進を図っているところであ

るが、今後、更なる耐震化の促

進に向けて、所有者に対する指

導や助言等の強化、助成制度内

容の見直し等を進めるなど、耐

震改修等の実施を促進していく

必要がある。 

また、東京都耐震化推進条例の改正を受けて、今後は占有者に対しても必要に応じて

指導、助言を行っていく。 

➅ブロック塀等安全対策促進助成事業（令和元年 10 月～） 

本助成事業が開始された令和元年10月以降の実績は、除却が１件となっている。 

これまで、避難路のうち、市内各小学校が定める通学路に面する安全対策が必要と思

われる組積造の塀及び万年塀を事業の対象とし、その所有者に対し、戸別訪問等により

安全対策の必要性について啓発活動を進めてきた。戸別訪問の際、所有者からブロック

塀等の安全対策が難しい要因として「工事費用が高いこと」等が指摘されている。 

今後、避難路の安全確保のため、所有者としての責務について、啓発活動を進めると

ともに、助成制度内容の見直し等を進めるなど、避難路の安全対策を推進していく必要

がある。 

 

  

［棟］ 

［年度］ 

図2-8 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業の実績 
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５ 耐震化の目標 

 

〇住宅については、令和７年度末までに耐震性が不十分なものをおおむね解消することを

目標とする。 

〇民間特定建築物については、令和７年度末までに耐震化率を95％以上とすることを目標

とする。 

〇特定緊急輸送道路沿道建築物については、特に倒壊の危険性が高い建築物（Is値が0.3

未満相当の建築物）をできるだけ早期に解消し、令和７年度末までに耐震化率を100％

とすることを目標とする。 

〇ブロック塀等については、避難路のうち、市内各小学校が定める通学路に面する安全対

策が必要と思われる組積造の塀及び万年塀をできるだけ早期に解消することを目標とす

る。 

 

（１）住宅 

住宅の耐震化率の目標設定にあたっては、国の基本方針や東京都計画を踏まえたもの

とする必要がある。 

西東京市における令和元年度末の耐震化率は93.6％となっており、自然更新等を踏ま

えると、令和７年度末の耐震化率は97.4％と推計される。 

首都直下地震の切迫性や耐震化の進捗状況を踏まえ、令和７年度末までに耐震性が不

十分な住宅をおおむね解消することを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-9 住宅の耐震化目標設定の考え方 

  

令和 2年度から 

増加した住戸数 

2,508戸 

老朽化による 

建替等 

3,414戸 

耐震性を満たす住戸数 

90,087戸 

（97.4％） 

未耐震 

住戸数 

5,782戸 

（6.4％） 

耐震性を満たす住戸数 

84,165戸 

（耐震化率 93.6％） 

住戸数 89,947戸 

住戸数 92,455戸 

令和元年度末 

令和７年度末 

未耐震住戸数 

（＝耐震化を図る住戸数） 

2,368 戸（2.6％） 
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図2-10 住宅の耐震化の目標 

※住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会とりまとめ（令和２年５月 国土交通省）を踏

まえ、平成28年３月改定時から推計方法を改めた。なお、新たな推計方法で平成26年度末の住宅の耐震化

率を算出すると、耐震化率は90.2％と推計される。 

 

（２）民間特定建築物 

西東京市は、要緊急安全確認大規模建築物（耐震診断義務付け建築物）の耐震化率が

100％であることから、その他の民間特定建築物について順次耐震化を推進し、令和７

年度末までに耐震化率を95％以上とすることを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図2-11 民間特定建築物の耐震化の目標 

  

目標（令和７年度末） 
耐震性不十分のおおむね解消 

目標（令和２年度末） 
95％ 

本計画の実施
による効果 

（令和元年度末） 

93.6％ 

目標ベース 

自然更新ベース 

（平成 26年度末） 

90.2％ 

推計（令和７年度末） 

97.4％ 

目標（平成 27 年度末） 
93％ 

目標ベース 

自然更新ベース 

目標（平成 27年度末） 

90％ 

目標（令和２年度末） 

95％ 

（平成 26年度末） 

85.9％ 

本計画の実施 
による効果 

（令和２年 12月末） 

89.0％ 

推計（令和７年度末） 

91.7％ 

目標（令和７年度末） 

95％ 
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（３）特定緊急輸送道路沿道建築物 

防災上重要な道路の沿道建築物の耐震化を一刻も早く進め、震災発生時においても緊

急輸送道路の機能を確保するため、東京都耐震化推進条例により指定された特定緊急輸

送道路の沿道建築物の耐震化を促進する必要がある。 

西東京市は、東京都が定めた特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の目標である「令

和７年度末までに総合到達率※3099％、かつ、区間到達率※3195％未満の解消」を達成す

るため、特に倒壊の危険性が高い建築物（Is値が0.3未満相当の建築物）９棟をできる

だけ早期に解消し、令和７年度末までに耐震化率100％とすることを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 特定緊急輸送道路沿道建築物の目標設定のイメージ 

（出典：東京都計画（令和３年３月）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
※30  総合到達率 特定緊急輸送道路全体の通行機能を評価する指標であり、区間到達率を道路全体で加重平均

して算出したもの。 
※31  区間到達率 特定緊急輸送道路において、区間（交差点や中央分離帯の開口部により道路を区分した各部

分をそれぞれ区間としている。）ごとの通行機能を評価する指標であり、当該区間に都県境入口の過半から

到達できる確率を東京都がシミュレーションにより算出したもの。 

図 2-13 区間到達率図（令和２年 12 月末時点） 

（出典：東京都計画（令和３年３月）） 
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（４）ブロック塀等 

大阪府北部地震によるブロック塀の倒壊被害を踏まえ、地震発生時における通学時の

児童の安全を確保する必要があることから、西東京市は、避難路のうち、市内各小学校

が定める通学路に面する安全対策が必要と思われる組積造の塀及び万年塀について、で

きるだけ早期に解消することを目標とする。 
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第３章 耐震化に係る総合的な施策の展開 

 

１ 普及啓発 

（１）震災に対する意識 

内閣府が防災に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とするために行った

「防災に関する世論調査（平成29年12月）」の結果をみると、大地震が起こった際に心

配なこととして、「建物の倒壊」をあげた方の割合が72.8％と最も高く、次いで「家族

の安否の確認ができなくなること」が61.3％となっている。 

＜前回調査結果（平成25年12月）との比較＞ 

・本計画と関連の深い選択肢である「建物の倒壊」「家具・家電などの転倒」について

見ると、どちらも回答した人の割合が一定程度増加しており、防災意識の向上がうか

がえる。 

 

図3-1 大地震が起こった場合に心配なこと（複数回答） 

（参考：防災に関する世論調査（平成 25 年 12 月、平成 29 年 12 月 内閣府））   

72.8

61.3

57.3

53.9

50.3

41.9

39.6

36.6

29.1

29.0

28.4

27.7

19.1

18.1

16.0

0.4

2.6

0.2

65.0

58.0

46.0

57.0

45.8

65.9

34.5

29.6

28.2

32.9

27.4

29.4

20.3

18.5

13.9

0.8

2.0

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

建物の倒壊

家族の安否の確認ができなくなること

食料、飲料水、日用品の確保が困難になること

電気、水道、ガスの供給停止

家具・家電などの転倒

火災の発生やガスなどの危険物の爆発

外出先・勤務先から帰宅できなくなること

避難所生活

津波、浸水、堤防の決壊

ガソリン・灯油などの燃料の不足

避難場所にたどり着けないこと

地割れ、陥没、液状化現象

土砂崩れ、崖崩れ

原子力発電所事故

治安の混乱

その他

心配なことはない

わからない

(%)

H29 H25

平成29年（N=1,839人、M.T.=584.1%）

平成25年（N=3,110人、M.T.=688.9%）
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一方、大地震が起こった場合に備えて、どのような対策を取っているかについては、

「自宅建物や家財を対象とした地震保険に加入」が46.1％と最も多く、次いで「食料や

飲料水、日用品などを準備している」が45.7％となっている。 

＜前回調査結果（平成25年12月）との比較＞ 

・本計画と関連の深い選択肢である「家具・家電などを固定し、転倒・落下・移動を防

止している」「特に何もしていない」については、ともにほぼ横ばいとなっており、

防災意識は向上しているものの、実際の行動に移せていない実情がうかがえる。 

 

図3-2 大地震に備えて取っている対策（複数回答） 

（参考：防災に関する世論調査（平成 25 年 12 月、平成 29 年 12 月 内閣府）） 
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自宅建物や家財を対象とした地震保険に加入

食料や飲料水、日用品などを準備している

足元灯や懐中電灯などを準備している

家具などを固定し転倒・落下・移動を防止

学校など、避難する場所を決めている

家族の安否確認の方法などを決めている

貴重品などをすぐ持ち出せるように準備

消火器や水をはったバケツを準備している

いつも風呂の水をためおきしている

外出時には携帯電話などの予備電池を携帯

防災訓練に積極的に参加している

非常持ち出し用衣類、毛布などを準備

自家用車の燃料を十分に補給している

感震ブレーカーを設置している

その他

特に何もしていない

わからない

(%)

H29 H25

平成29年（N=1,839人、M.T.=384.4%）

平成25年（N=3,110人、M.T.=400.5%）
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（２）防災意識の啓発 

住宅・建築物の所有者等が、自らの問題、地域の課題として耐震診断や耐震改修を主

体的に実施するためには、自分が住んでいる地域の地震に対する危険性を十分に認識し

ていることが必要である。 

西東京市では、災害に対する事前の備えと十分な対策が講じられるよう、東京都が公

表している「地域危険度測定調査」の結果や、西東京市が作成している「浸水ハザード

マップ」や「暮らしの便利帳」等を活用し、市民に対して災害に関する地域の危険度等

の周知を引き続き図っていく。 

（３）情報提供の充実・相談体制の整備 

これまで西東京市では、広報「西東京」や市ホームページ等を通じて耐震化について

の情報提供を行うとともに、関連団体と連携して、木造住宅耐震無料相談事業の定期的

な実施や分譲マンション耐震アドバイザー派遣等を実施するなど、相談体制を整備して

きた。 

今後も、市民や事業者等に対し、耐震診断及び耐震改修等に関する助成制度等につい

て普及啓発を図るため、助成制度のパンフレットを作成し市民に配布するほか、広報

「西東京」や市ホームページ等を活用し、多様な情報提供を行う。 

また、東京都や関係団体が作成しているパンフレット等を配布するほか、東京都が実

施する耐震に関するイベントの情報についても広報「西東京」や市ホームページ等で市

民への周知を図り、耐震化に関する情報提供を充実させていく。 

その他、アクションプログラムに基づき、毎年度、新耐震基準導入より前に建築され

た住宅全戸に対し、耐震化の必要性や助成制度等について周知するとともに、アンケー

トによる意向調査を実施するなど、市民ニーズを踏まえた効果的な施策について検討し

ていく。 

（４）安価で信頼できる木造住宅の耐震改修工法・装置の事例の普及 

東京都は、木造住宅の耐震改修の実施例や地震から命を守るための装置について広く

募集し、学識経験者・実務経験者等で構成する評価委員会の審査により、一定の評価を

受け選定された事例をパンフレット等で紹介している。 

西東京市は、所有者等が耐震改修等を検討する際の参考となるよう、このパンフレッ

ト等を活用し、耐震改修等の促進を図る。 
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（５）専門技術者の紹介・技術力向上 

市民が安心して住宅・建築物の耐震化に取り組むためには、建築関係団体等の役割が

重要である。 

西東京市は、（公財）東京都防災・建築まちづくりセンターが指定登録機関となって

いる東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度※32の活用による耐震診断技術者の紹介や、

木造住宅耐震無料相談事業の協力団体及び（一社）東京都建築士事務所協会などと連携

し、建築関連事業者等に関するリストの作成・公表等により情報提供するとともに、改

修事業者講習会の実施による建築関連事業者の技術力向上を図ることなどにより、市民

が安心して耐震診断や耐震改修等を行うことができる環境整備を進めていく。 

（６）東京都耐震マーク表示制度による耐震化の促進 

西東京市は、耐震性があることが一目で分かる「東京都耐震マーク表示制度」の活用

を推進し、市民の耐震化への意識や機運を高め、耐震化に向けた取組を促進していく。 

なお、耐震マーク表示制度は、新耐震基準の建築物も含め、耐震性のある全ての建築

物を対象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-3 東京都耐震マーク 

  

                                                
※32 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度 （公財）東京都防災・建築まちづくりセンターが指定登録機関

になり、木造住宅の耐震診断等に必要な技術を持っている建築士が所属する建築士事務所を登録し、公表す

る制度。 

新耐震適合 

昭和 56 年 6 月以降に建

てられた建築物 

耐震診断済 

耐震診断により耐震性

が確認された建築物 

耐震改修済 

耐震改修により耐震性

が確保された建築物 
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（７）耐震改修に係る税制優遇措置の周知 

住宅の耐震改修を促進するため、以下の耐震改修に係る税制優遇措置の周知を図り、

耐震化を進めていく。 

 

①固定資産税の減額 

（令和３年１月現在） 

概要 耐震改修工事を行った住宅の所有者に対する固定資産税の減額制度 

対象住宅 昭和57年１月１日以前から所在する住宅 

特例期間 平成18年１月１日から令和４年3月31日に改修工事を実施 

対象工事 現行の耐震基準に適合させるための工事 

控除期間 １年（特定緊急輸送道路沿道にある住宅の耐震改修は２年間） 

控除額 当該家屋に係る翌年度分（ただし、当該住宅が通行障害既存耐震不適格建築物であ

った場合は2年度分）の固定資産税（120㎡相当分までに限る）を２分の１減額

（平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った

住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌

年度から1年度分の、固定資産税（120㎡相当分までに限る）を3分の2減額 

ただし、当該住宅が通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は翌年度から固定

資産税（120㎡相当分までに限る）を1年度分は3分の2その後1年度分は2分の1

減額） 

 

②所得税の特別控除 

リフォームのための借入金の有無にかかわらず利用できる制度。 

（令和３年１月現在） 

概要 耐震改修工事を行った住宅の所有者に対する所得税の控除制度（１） 

対象住宅 自らの居住の用に供し、昭和56年５月31日以前に建築され、現行の耐震基準に適

合しない住宅 

特例期間 令和３年12月31日までに改修工事を実施 

対象工事 現行の耐震基準に適合させるための工事 

控除期間 １年 

控除額 国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額の10％（上限25万円） 
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③住宅ローン減税（所得税及び個人住民税の控除） 

リフォームのための借入金がある場合のみ利用できる制度。 

（令和３年１月現在） 

概要 耐震改修工事を行った住宅の所有者に対する所得税の控除制度（２） 

対象住宅 自らの居住の用に供し、床面積の1/2以上が居住用かつ改修工事後の床面積が50㎡

以上で、工事完了後６ヶ月以内に入居すること 

また、対象となる改修工事費用が100万円超であり、居住部分の工事費が改修工事

全体費用の1/2以上 

特例期間 改修後の居住開始日が平成21年４月１日から令和３年12月31日 

対象工事 現行の耐震基準に適合させるための工事 

控除期間 改修後、居住を開始した年から10年（※償還期間10年以上のリフォームローンを

対象） 

控除額 リフォームローン等の年末残高の１.0％を所得税額から控除 

住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない者について、所得税

から控除しきれない額を、個人住民税から控除。 
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２ 耐震化に対する支援策 

住宅・建築物の耐震診断を進め、耐震改修等の誘導を図り耐震化を効果的に促進する

ため、次の支援策を引き続き実施していく。 

（１）木造住宅耐震無料相談事業 

昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅又は店舗等併用住宅（建築物の延べ面積

の過半が住宅の用途に供しているもの。以下同じ。）に対し、簡易耐震診断方法の解説、

建物内外の安全対策の紹介、家具の転倒や落下を防ぐポイントなどの相談を行う。 

（２）木造住宅耐震診断助成事業 

昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅又は店舗等併用住宅に対し、耐震診断費

用の一部を助成する。 

（３）木造住宅耐震改修等助成事業 

昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅又は店舗等併用住宅で、耐震診断の結果、

耐震性が不足していると認められ、工事の内容が耐震診断の結果に則した耐震改修又は

除却の場合に費用の一部を助成する。 

（４）木造住宅耐震シェルター等設置助成事業 

昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅又は店舗等併用住宅で、高齢者又は障害

者がいる世帯に対し、耐震シェルター等の設置費用の一部を助成する。 

（５）分譲マンション耐震アドバイザー派遣事業 

昭和56年５月31日以前に建築された、２以上の区分所有者を有する地階を除く３階以

上の耐火建築物又は準耐火建築物に対し、耐震化の相談を行うためのアドバイザーを派

遣する。 

（６）分譲マンション耐震化促進助成事業 

昭和56年５月31日以前に建築された、２以上の区分所有者を有する地階を除く３階以

上の耐火建築物又は準耐火建築物に対し、耐震診断、補強設計、耐震改修、建替え及び

除却費用の一部を助成する。 

（７）特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成事業 

昭和56年５月31日以前に建築された、敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物で、前

面道路の幅員の２分の１（道路幅員が12ｍ以下の場合は６ｍ）を超える高さの建築物に

ついて、補強設計、耐震改修、建替え及び除却費用の一部を助成する。 

（８）ブロック塀等安全対策促進助成事業 

地震の発生時において西東京市内の避難路に面するブロック塀等の倒壊による人的被

害を防ぐため、ブロック塀等の耐震診断や除却、建替え、耐震改修に対し、費用の一部

を助成する。 
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３ 耐震化と関連する総合的な安全対策の推進 

地震時には、屋外では窓ガラスや広告塔、看板、外壁タイル等の落下等により、また

屋内では天井の落下や家具等の転倒等により、大きな人的被害を受ける可能性がある。

そのため、西東京市は、地震時に被害を及ぼす可能性がある屋外、屋内設備等の安全対

策の推進に努める。 

（１）落下物防止対策 

東日本大震災では、多数の建築物において、外壁タイル等の落下等が発生し、死傷者

が出るなどの被害が生じた。 

このため、西東京市は、特定行政庁として、外壁タイル等の落下の危険性を有する建

築物の所有者等に対し、所有者等の責務や適切な維持管理、安全対策について周知を図

るとともに、必要な措置を講じるよう、所有者等に指導していく。 

（２）大規模空間の天井落下防止対策 

東日本大震災では、多数の建築物において天井材の一部落下等が発生し、死傷者が出

るなどの被害が生じた。 

これらの被害を踏まえ、建築基準法関係法令が改正され、平成26年４月からは、新築

等を行う建築物における特定天井（吊
つ

り天井であり、人が日常立ち入る場所に設けられ

ているもので、高さが６ｍを超える天井の部分でその水平投影面積が200㎡を超えるも

のかつ天井面構成部材が２kg/㎡を超えるもの）について、脱落防止対策に係る新たな

技術基準が適用されることとなった。 

このため、西東京市は、特定行政庁として、建築基準法に基づく定期報告制度等を活

用し、必要な措置を講じるよう、所有者等に指導していく。 

（３）屋外広告物等の脱落等防止対策 

地震時には、広告塔及び看板等の屋外広告物が脱落し、被害をもたらすことが予想さ

れる。 

このため、西東京市は、東京都屋外広告物条例（昭和24年東京都条例第100号）及び

道路法（昭和27年法律第180号）に基づき、設置者に対して設置後の維持管理等につい

て引き続き指導していく。 

なお、震災対策の観点から、緊急輸送道路となる道路沿道の屋外広告物設置者に対し

ては、設置後の維持管理等について一層の指導強化を図っていく。 

（４）ブロック塀等倒壊防止対策 

建築基準法に定める基準を満たさないブロック塀等は、地震の際に倒壊しやすい。 

ブロック塀等の倒壊防止対策は所有者が行うものであることから、西東京市は、特定

行政庁として、新たにブロック塀等を設置する方に対し、配筋や基礎の根入れ等につい

て建築基準法の規定を遵守した構造にするよう、引き続き指導していく。 

また、緑化の推進及びブロック塀等の倒壊による災害の発生を防止することを目的と

して、宅地の接道部に生垣を設置する場合、必要な経費（既存のブロック塀等を撤去す

る経費を含む。）の一部を補助する制度を実施していく。 
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さらに、避難路に面するブロック塀等の耐震診断や除却、建替え、耐震改修工事に必

要な費用の一部を助成する制度により、危険なブロック塀等の解消を早期に進める。 

（５）家具類転倒防止対策 

阪神・淡路大震災の被災地域では、室内においても、ゆれのために家具が転倒したり、

ガラスが飛散するなど、深刻な人的被害が生じた。特に、高層階ほどゆれが大きく、家

具転倒等による被害は大きかった。 

西東京市では、震災時の避難に配慮が必要な高齢者や障害者世帯を対象に、人的被害

を抑制するため家具等の転倒防止器具の給付や取り付けを行う事業を実施しており、今

後も広報「西東京」や市ホームページ等により事業を周知し、住宅内の家具の転倒防止

を促進していく。  

（６）エレベーターの閉じ込め防止対策 

平成17年７月に発生した千葉県北西部地震では、首都圏の多くの住宅・建築物でエレ

ベーターが緊急停止し、エレベーターのかご内に利用者が長時間にわたり閉じ込められ

るなどの被害が発生した。利用者の救出やエレベーターの復旧に時間を要することとな

ったため、地震時のエレベーターの安全対策が求められている。 

このため、西東京市は、特定行政庁として、エレベーターの設置や管理を行う関係団

体に対して、東京都と連携し、閉じ込め防止装置の設置や復旧体制の整備等を働きかけ

るとともに、建物所有者等に対して、安全対策等に関する情報提供を積極的に行ってい

く。 

（７）エレベーター及びエスカレーターの落下防止対策 

東日本大震災及びその余震において、ショッピングセンターなどに設置されていたエ

スカレーターが落下するという被害が複数発生した。これを受け、平成25年７月にエレ

ベーター及びエスカレーターの脱落防止対策に関する建築基準法施行令が改正された

（平成26年４月施行）。 

このため、西東京市は、特定行政庁として、建築基準法に基づく定期報告制度等によ

り状況把握に努めるとともに、新たにエスカレーターを設置する者に対し、建築基準法

の規定を遵守した構造にするよう指導していく。 

（８）がけ崩れ・擁壁の安全化対策 

西東京市は、特定行政庁として、地震による被害の防止又は軽減を図るため、がけ地

に新たに建築物や擁壁を設ける場合は、建築基準法に規定されている技術基準及び東京

都建築安全条例に基づき指導を行っていく。 

（９）緊急啓開道路の指定 

西東京市では、西東京市地域防災計画において、西東京市内の救出救助活動の拠点と

なる施設（消防及び医療活動の拠点施設）と東京都の指定する緊急輸送道路を連絡する

道路を「緊急啓開道路」として指定している。災害時には、この道路について、東京都

及び西東京市建災防協会等との協力により迅速な道路啓開を実施する。 
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（10）道路の無電柱化 

災害時には、電柱の倒壊による道路の閉塞や電線の切断等により、電力・通信サービ

スの安定供給が妨げられるだけでなく、避難や救急・消火活動、物資輸送に支障が生じ

ることも予想される。 

このため、西東京市は、国及び東京都と連携し、無電柱化事業を計画的に進めていく。 

（11）橋りょうの耐震化 

災害時には、橋りょうの崩落等による緊急輸送道路等の閉塞により、避難や救急・消

火活動、物資輸送に支障が生じるとともに、東京都と近隣県等との間での広域的な相互

支援活動に支障を来すことが予想される。 

このため、西東京市は、緊急輸送道路等の橋りょうについて、国及び東京都と連携し、

耐震化に向けた取組を推進する。 
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（12）木造住宅密集地域の解消に併せた耐震化 

西東京市内には、震災時に延焼被害のおそれのある老朽木造住宅が密集している地域

として、防災都市づくり推進計画（令和３年３月 東京都）に示された木造住宅密集地

域がある。 

このため、西東京市は、老朽木造住宅の除却等を推進することにより、木造住宅密集

地域の耐震化及び不燃化を効果的に進めていく。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-4 建物倒壊危険度ランク※33図（地震に関する地域危険度測定調査（第８回）（平成30年２月））及び 
木造住宅密集地域 

（参考：防災都市づくり推進計画（令和３年３月 東京都）、 
        西東京市地域防災計画（平成 31 年修正 西東京市）） 

  

                                                
※33  建物倒壊危険度ランク 町丁目ごとに建物棟数、構造、建築年次、地盤特性等の指標により、地震動によ

る建物倒壊の危険性の度合いを評価したもの。１(低い)から５(高い)までの５ランクに分けられている。 
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km 
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４ 今後の取組 

住宅・建築物の耐震化を効果的に促進するためには、本計画の目的、内容をすべての

関係者が共有し、耐震診断や耐震改修の実施に向けて、相互に連携・協力して取り組む

ことが重要であり、そのような取組を計画的かつ継続的に行うことにより、本計画で掲

げた耐震化の目標を達成することができる。 

西東京市は、本計画により市内の住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修等を計画的か

つ総合的に促進するために、以下の取組を推進する。 

（１）計画の進行管理 

令和７年度末の目標達成に向けて、西東京市内における住宅・建築物の耐震診断や耐

震改修等の実施状況を確認するとともに、おおむね３年を目途として検証を行い、必要

に応じて施策の見直しを行う。 

なお、本計画の対象となる公共建築物の耐震化が令和３年度に達成される見込みであ

ることから、それ以外の公共建築物については、施設の用途や老朽化、利用状況等を検

証するとともに、建築物の継続利用の適否も踏まえた上で耐震化を促進していく。 

（２）関係機関等との連携 

西東京市は、本計画に基づき、市民、建築関係団体、東京都等と適切な役割分担のも

とに、連携して住宅・建築物の耐震化の促進に取り組む。 

また、「東京都耐震改修促進行政連絡協議会」等の様々な機会を通じて、耐震化の促

進に必要な施策の情報収集を行う。さらに、施策を進めていく際には、国及び東京都の

補助制度等を有効に活用するとともに、必要に応じて国及び東京都に対し、耐震化の促

進に向けた協力要請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-5 今後の取組 
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【巻末資料】語句説明 

【アルファベット】 

 Is値 

「構造耐震指標」と呼ばれ、耐震診断の判断の基準となる指標のこと。国の基本方針

では、Is値の評価について以下のように定めている。 

① Is値が 0.3未満の場合： 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危

険性が高い。 

② Is 値が 0.3 以上、0.6 未満の場合： 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は

崩壊する危険性がある。 

③ Is値が 0.6以上の場合： 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危

険性が低い。 

 【か行】 

 緊急輸送道路 

災害時の拠点施設を連結し、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消火活動

の実施、緊急支援物資の輸送等の観点から重要な道路で、地域防災計画などに定められ

ている道路。 

 区間到達率 

特定緊急輸送道路において、区間（交差点や中央分離帯の開口部により道路を区分し

た各部分をそれぞれ区間としている。）ごとの通行機能を評価する指標であり、当該区

間に都県境入口の過半から到達できる確率を東京都がシミュレーションにより算出した

もの。 

 建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法） 

阪神・淡路大震災の教訓をもとに、新耐震基準を満たさない建築物について積極的に

耐震改修を進めることを目的に平成７年12月25日に施行された法律。 

【さ行】 

 住宅・土地統計調査 

我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外

の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、

その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎

資料を得ることを目的として、総務省統計局が５年ごとに実施している全国統計調査。

最新の調査は平成30年住宅・土地統計調査である。 

 所管行政庁 

耐震改修促進法第２条第３項の規定により、建築主事を置く市町村及び特別区におい

てはその長、その他の市町村においては都道府県知事をいう。本市では西東京市長が所

管行政庁。 

 所有者等 

所有者、管理者又は占有者をいう。 
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 新耐震基準 

現行の耐震基準（新耐震基準）は、昭和56年６月１日に導入された。この新耐震基準

は、建築基準法の最低限遵守すべき規律として、建築物の耐用年数中に何度か遭遇する

ような中規模の地震（震度５強程度）に対しては構造体を無被害にとどめ、極めてまれ

に遭遇するような大地震（震度６強程度）に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等

の被害を生じさせないことを目標としている。 

 総合到達率 

特定緊急輸送道路全体の通行機能を評価する指標であり、区間到達率を道路全体で加

重平均して算出したもの。 

【た行】 

 耐震化 

耐震診断を実施して地震に対する安全性に適合することを明らかにすること又は耐震

改修等を実施することをいう。 

 耐震改修 

地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地

の整備（擁壁の補強など）をすること。 

 耐震改修等 

耐震改修、除却、建替えにより地震に対して安全な建築物とすること。 

 耐震化率 

耐震性のある建築物数（新耐震基準によるもの＋耐震診断で耐震性有りとされたもの

＋耐震改修を実施したもの）が耐震性のない建築物を含めた全建築物数に占める割合。 

なお、住宅は、住宅・土地統計調査に基づいて算定しているため戸数単位となってい

る。 

 耐震診断 

既存の建築物が、地震に対してどの程度被害を受けるかなど、地震に対する強さや安

全性を評価すること。 

 建物倒壊危険度ランク 

町丁目ごとに建物棟数、構造、建築年次、地盤特性等の指標により、地震動による建

物倒壊の危険性の度合いを評価したもの。１(低い)から５(高い)までの５ランクに分け

られている。 

 東京都耐震改修促進計画（東京都計画） 

耐震改修促進法第５条第１項の規定により、都内の住宅・建築物の耐震診断及び耐震

改修を計画的かつ総合的に促進し、災害に強い東京を実現することを目的に策定された

計画。市町村における耐震改修促進計画の策定の指針となる。 

 東京都地域防災計画 

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第40条の規定に基づき東京都防災会議が策

定する計画であり、都、区市町村、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地

方公共機関等の防災機関がその有する全機能を有効に発揮して、都の地域における地震
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災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策を実施することにより、住民の生命、身体及

び財産を保護することを目的としている。 

 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度 

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンターが指定登録機関になり、木造住宅の耐

震診断等に必要な技術を持っている建築士が所属する建築士事務所を登録し、公表する

制度。 

 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例（東京都耐震化推進条

例） 

震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧復興活動を支える

緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物の耐

震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を確保するこ

とを目的とした東京都の条例。 

 特定建築物定期調査報告 

建築基準法第12条第１項に定める建築物の所有者等は、定期的に建築物の敷地等の調

査をし、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 

 特定既存耐震不適格建築物 

耐震改修促進法第14条の規定により、政令で定める一定規模以上の多数の者が利用す

る建築物で、所有者は耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必

要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければな

らないとされているもの。 

 特定行政庁 

建築基準法第２条第１項第35号の規定により、建築主事を置く市町村及び特別区にお

いてはその長、その他の市町村においては都道府県知事をいう。本市では西東京市長が

特定行政庁。 

 特定緊急輸送道路 

東京都が指定した緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を促進する必要があ

る道路として東京都が指定したもの。その道路に敷地が接する建築物の所有者に対して、

耐震化の状況報告の義務と、耐震診断の義務が課せられている。 

 特定天井 

平成25年７月に建築基準法施行令が改正され定義された（平成26年４月施行）、脱落

によって重大な危害を生ずるおそれがある吊
つ

り天井（天井のうち、構造耐力上主要な部

分等から天井面構成部材を吊
つ

り材により吊
つ

り下げる構造の天井）。平成25年国土交通省

告示第771号により、次に該当する吊
つ

り天井を特定天井とし、構造耐力上安全な構造方

法が定められた。 

   ・居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの 

   ・高さが６ｍを超える天井の部分で、その水平投影面積が200㎡を超えるもの 

   ・天井面構成部材等の単位面積質量が２㎏/㎡を超えるもの 
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【な行】 

 西東京市地域防災計画 

災害対策基本法第42条の規定に基づき、西東京市防災会議が策定する計画。西東京

市・東京都・指定地方行政機関・自衛隊・指定公共機関・指定地方公共機関等の防災関

係機関、事業所、地域の防災組織及び市民が総力を結集し、各主体の持てる能力を発揮

し、主体間で連携を図ることにより、「自助」「共助」「公助」を実現し、自然災害の

予防、応急対策及び復旧・復興対策を実施することにより、市民の生命、身体及び財産

を保護することを目的としている。 

【は行】 

 東日本大震災のマグニチュード 

東日本大震災のマグニチュードは、モーメントマグニチュードの値を記載。モーメン

トマグニチュードとは、岩盤のずれの規模を基にして計算したマグニチュードであり、

普通のマグニチュード（Ｍ）が地震計で観測される波の振幅から計算され、規模の大き

な地震になると岩盤のずれの規模を正確に表さないのに対し、大きな地震に対しても有

効である。 

 避難路 

市内各小学校が定める通学路のほか、児童・生徒が自宅から学校等の指定避難所に至

るまでの経路をいう。なお、本計画の「避難路」については、社会資本整備総合交付金

交付要綱附属第Ⅱ編イ-16-（12）-①住宅・建築物耐震改修事業の1. 十三における「避

難路」として位置付ける。 

 防災都市づくり推進計画 

東京都震災対策条例（平成12東京都条例第202号）第13条の規定に基づき、東京都が

策定した計画。震災を予防し、震災時の被害拡大を防ぐため、主に、延焼遮断帯の形成、

緊急輸送道路の機能確保、安全な市街地の形成、避難場所等の確保など、都市構造の改

善に関する諸施策を推進することを目的としている。 

【ま行】 

 民間特定建築物 

本計画において、耐震改修促進法第 14 条に定める特定既存耐震不適格建築物及び同

法附則第３条第１項に定める要緊急安全確認大規模建築物のうち民間が所有する建築物

をいう。 

 木造住宅密集地域 

防災都市づくり推進計画（平成 28 年３月）に示された震災時に延焼被害のおそれの

ある老朽木造住宅が密集している地域として、以下の各指標のいずれにも該当する地域

（町丁目）をいう。 

・老朽木造建築物棟数率 30％以上 

・補正不燃領域率 60％未満 

・住宅戸数密度 55世帯/ha以上 

 ※ 防災都市づくり推進計画（令和３年３月）では、木造住宅密集地域の指標に、新たに

「住宅戸数密度（３階以上共同住宅を除く） 45世帯/ha以上」が追加された。 
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【や行】 

 要安全確認計画記載建築物 

耐震改修促進法第７条の規定により、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断

を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る期限までに所管行政庁に報告しなければならないもの。 

一 耐震改修促進法第５条第３項第１号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記

載された建築物及び期限 

二 その敷地が耐震改修促進法第５条第３項第２号の規定により都道府県耐震改修促

進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物

であるものに限る。）及び期限 

三 その敷地が耐震改修促進法第６条第３項第１号の規定により市町村耐震改修促進

計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物で

あるものに限り、前号に掲げる建築物であるものを除く。）及び期限 

 要緊急安全確認大規模建築物 

耐震改修促進法附則第３条の規定により、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要

がある大規模なものとして政令で定める一定規模以上の多数の者が利用する建築物で、

所有者は耐震診断を行い、その結果を平成 27年 12月 31日までに所管行政庁に報告しな

ければならないもの。 
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